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〔教育福祉研究第5号 1999J

学校におけるソーシャルワークの試み
一一束ロンドン、 BowFamily Centreの活動

はじめに

Bow Family Centre (以下BFCとする)は、

イギリスのロンドン東部にある Bow中学校内に

謹かれている、子ども・家族を対象とするソーシャ

ルワ…クを毘的とした独立の機関である。一般的

にイギリスでFamilyCentreとは、主に学齢以下

の子どもとその家族を対象にして、例えば発達遅

滞や親のペアレンティング技術の未熟など家族が

どもの養育に閤難を抱えている場合利用する適

所型の施設をさすが、BFCはこれとは別である。

筆者は 1998年の 5月から 9丹にかけて、前後4罰

に渡り BFCを訪問する機会を得た。本稿の目的

は、この訪問時の開き取りに基づいて BFCの活

動の概要を紹介すること、およびそこから示唆さ

れる学校におけるソーシャルワークに関する論点

を整理することである。

ところで周知のようにイギリスでは、各地方教

育局 (LocalEducational Authority)に教育福祉

宮(Educationwelfare officer)が置かれ、 1名

の教育福祉官がいくつかの小・中学校を祖当して

ども・家族の福祉問題に対応している。この教

育指祉官は 1944年教育法で設援が定められてい

るが、その前身を 1870年の初等教育法による訪問

脅学官 (Schoolattendance visitor)にさかのぼ

ることが出来る。この名称からわかるように、訪

問督学官は児童労働等を背景とする長期欠席に関

して、子どもの親に対し子どもを学校に出席させ

る法的責任の麓行を迫るということが職務の内容

で、あった。その後付加的に、福祉問題を対象とす

るソーシャルワーカーとしての役割が増大してき

た∞。もっとも 1870年当時は児童労働からの保護

と就学の確保が子どもの福祉問題の最大のものの

一つであっただろうから、この対象分野と役割の

拡大は、その時代の子どもの福祉問題それ自体の

変化と拡大を反映していると考えてもよいだろ

つ。

こうした経緯を反映して、今日の教育福祉官は

長期欠席、「怠学」問題に関して親に対して子ども

の出席を督促する行政官という側面と、子ども・

家族のさまざまな福祉問題に学校という場で対応

するソーシャノレワ…カーとしての側面を合わせ

持っているo この二つの問題は、実体的にはしば

しば重なり合うだろう。しかし一方で「教育福祉

官の担っている個々の職務内容でもっとも緊張を

はらむのは、学校出席を強制する法律執行の職務

と、すべての学校生徒の福祉全般に留意するとい

う職務との間である(2)Jと言われるように、この二

つの側面は一定の矛盾をはらんでいる。そして後

者の側面の役割の強化が、今後期待されている。

ロンドン内の自治体では教育ソーシャルワーカ

(Education social worker)と名称を変更するこ

とが近年の領向であるのも、子ども・家族の福祉

問題に対応するソーシャルワーカーとしての位置

づけを明確にして、ソーシャルワーカ}としての

役割と専門性をより求めていく方向の反映である

と考えられる(九

さしあたりここでは、イギリスにおいては「義

務教育」の成立時から教育制度の中に、子どもの

福祉を主たる関心事とする職種が置かれ今日まで

展開しているという事実を確認しておきたい。そ

して今日、教育福祉宮のソーシャルワーカーとし

ての専門性が期待されていることも、あわせて確

認しておきたい。

さてここで以下紹介する BFCは、地方教育局

に属する組織ではない。学校が独自に設立の判断

をし、学校の敷地内にあるものの学校とは別個の

運営主体によって運営される、学校に通う子ど

も・家族を対象とするソーシャルワ}ク機関であ

る。上述のようにイギ、リスでの議論が学校におけ

るソーシャルワークの機能を強化する方向にある

とはいえ、こうした独自機関の設置はまれであり、
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たいへん「踏み込んだ」、先駆的な試みである。地

症の教育福祉官の機能に不満を持った学校側が、

自前でやり始めたともいえるかもしれない。

が訪問した時点で設驚から 2年を経過したばかり

であり、その活動に評価を下すことは早急に過ぎ

るだろう。ここではこうした先駆的な独自の活動

を紹介することで、学校におけるソーシャルワー

クに関する今後の議論の手がかりを得ることが出

来ればと考えている。なお本稿での特に注記のな

いBFCに関する情報は、 BFCのスタップである

Mathew Smith氏と WinDempseyさんからの聞

き取りに基づいているo

2 Bow中学校と地域

(1 ) 日ow中学校

Bow中学校と BFCは東ロンドンのタワーハム

レツト行政E互にある。一帯はいわゆる EastEnd 

と呼ばれる地域で、テムズ)11に面したドックをひ

かえた古くからの労働者街として知られる。現在

ではロンドンの中では貧しい家族が多く居住する

地域としても知られ、ロンドン北部の小奇麗な住

宅地などに比較すると、「荒れた」雰囲気が街にあ

る。庭の手入れなどもほとんどされていない家が

多い。学校内で見かける子どもも、人種的にマイ

ノリティに属する子どもが多い。

Bow中学校は、 11歳から 16歳(第7学年から

第 11学年)の生徒数約700名が通う男子校であ

る{九これを第9学年以下のLowschoolと第10

学年以上の Highschoolの二つに分けて運営して

いる G 公立学校 (CountyschooDであり、予算は

地方当局の支出によってまかなわれている。しか

しながらイギリスの学校においては、予算の編成

と執行、カリキュラムの編成、教職員人事などの

学校運営に関わる権眼は各学校の学校理事会

(School Governor Committee)に躍しているの

で、学校の独立性は日本に比較して高く、公立で

ある Bow中学校も例外ではない(九

童書菌地域であるということを背景として、教締

やBFCのスタップは口をそろえて「この学校で

の仕事は大変難しい (tough)Jという。ロンドン

の中でも、個別的な指導をと援助を必要とする子

どもが多い「教育関難校」と言ってもよい。参考

までに筆者が見学した、第7学年の理科の授業の

様子を記しておこう。

教師は中年の男性、生徒数20名のクラス、授業

内容はそれぞれの生徒が教材のブロックの体積と

重さを測定して比重を計算することである。私語

が多く、うるさい。歩き回る生徒多数、じっと椅

子に盛っている生徒は 2、3人にすぎない。サッ

カ…ボールでト遊び、出す子どももいる。教師も「聞

けじと何度もどなる。しかし体罰等のきざしは

なく、怒鳴る際にも rGentlemanJと rpleaseJ

を必ず付ける。それでも板書をすると、書きうっ

す子どもが多い。それぞれが課題を試み、教師が

そこを巡回して指導をしているうちに、終了の時

間となった。教師は、学年が上がると少し落ちつ

いて来るがhardworkだ、日本じゃこんなことは

ないだろうと諾ってくれた。見たところ、 20人の

生徒の過半数がマイノリティに属する人種であ

る。また 20人のうち 8人が、「特別な教育ニーズ

を持つ子ども (SpecialEducational Needs-以下

SENとする)Jに認定されている。後述のように一

般的には約2離の比率であるから、このクラスは

SENの子どもをかなり多く含んでいる。

(2) 特別な教育的ニーズ (SεN)

BFCの紹介に入る前に、前項でふれた‘特加な

教育的ニーズ Special Educational N eeds' 

-SENについて、若干の解説をしておきたい。

SENとは 1981年教育法に定められている概念

で、特別な教育的ニーズを持つ子どもを認定して、

そこに多くの教育資源、教育的配慮や指導を割り

当てる制度がとられている。また各学校には複数

のSEN担当教員とコーディネーターが置かれて

いる。

この擦の特別な教育ニーズとは、子どもの障害

や発達遅滞はもとより、学習の遅れ、英語が母語

ではないなどの言語上の不利、多い欠席等々、幅

広い。イギリス全体では生徒全体数の 18%がこの

認定を受けており側、教育現場では一般的な概念

である。このように子どもの社会的不利を特定し
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ていく考え方が教育現場で定着していることは、

興味深い。評価と認定は各学校と地方教育局で行

われる。程度に応じて 5段轄に分かれており、内

容の異体側は以下であるヘ第1段構から第5段

階にいくほど軽度が「重い」、すなわちより多く特

別な援助を必要としていると考えてよい。

第1段階 (Stage1) 最初の段階。名前を特定

して、担当の教員が特別の注意を払う。また学期

ごとの教員の会議で状態を確認する。学習が運れ

ている子どもや欠席がちの子どもなどが含まれ

る。この段階では、地方教育局からの予算は付か

ない。

第2段階 (Stage2)一子どもの状態に応じて、

いくつかの具体的なサボ}トが関られる。学校内

ではSENのコーディネータ}の対応、が開始され

る。またこの段階から、段階と人数に応じて地方

教育局から SENのための予算が担分される。

第3段階 (Stage3)一樹別評価に基づく鍋別教

育計画(IndividualPlan of Education)が立てら

れる。これは学校と地方教育局の協力で行われる

が、立案の責任は学校がもっ。クラスの中に助手

の教員 (Classroom Assistant)が配寵され、そ

の外に追加の人的配震がある(8)。

第4段階 (Stage4)一対応の内容は第3段階と

同様でトあるが、個別評髄と個別教育計画の立案の

責任は地方行政当局に移る。

第5段階 (Stage5)ーいわゆる中度から重度の

障害児が中心。障害児学校などに通う場合は、私

立校も含めて学費、寮費、交通費等の費用は全額

地方教育局が負担する。この認定を一般にステイ

トメント (Statement)と呼んでいる。逆に、欝害

児学校に通学している場合は、ほぼすべての子ど

もがステイトメントをf尋ていると考えてよい。

通校に通学している場合は、追加の人的配置が行

われる。

3 Bow Family Centreの概要

(1 ) 設置の経緯

BFCは1996年4月に設寵され、半年の試験的

な期間を経て同 10月から本格的に活動を開始し

た。設立のきっかけになったのは、 1992年に学校

の定員の規模をそれまでの 450人から 700人に拡

大するという決定がされたことである。 BFCの

1996/1997年次報告書(9)によると、「校長と学校

理事会は、それまでよい関係にあった地域や親と

の関係を、規模拡大後も維持しなければならない

と考えた」とある。

背景の一つは学校間の競争であろう (10)。その評

価は別にして、イギリスでは学校関の競争が働い

ている。例えば、いわゆる「学区J で通学校が決

まるのではなく、親が学校を選択して入学申し込

みをする。また全国統一の学力テストの各小・中

学技ごとの平均点が、学校名を含んで毎年公表さ

れる (Leaguetable)。こうした競争は、他の学校

と異なる特徴をだすという点でBFCを設置する

ことを促したと考えられる。

より重要な背景は、貧国という地域のニーズで

ある。前述のように Bow中学校はEastEndとい

う貧困地域にあり、社会的不利を負った子どもを

多く抱えている。BFCのソーシャルワーカーであ

るSmith氏によれば、約30年前にドックが閉鎖

されその後の再開発の過程で、地域の労働市場が

変化し、教育が新たな労働市場へ適応するために

は不可欠になった。しかしこの地域では、子ども・

家族は教育に価値をおいていない。また子どもに

対する(教育上の)期待は低い。この点、を変えた

いということが、校長と Smith氏の患いであっ

た。

BFCのアイデア自体は、Smith氏が校長に持ち

掛けた。校長が学校理事会に設置を提起し、校庭

の隅にある以前給食の調理室だった建物を使用す

ることになった。

(2) 運営主体と財政

Bow中学校に BFCを運営する予算はないの

で、あるチャリティ (Charity)に運営を持ち掛け

たが断られた。そこで‘BowEducation and Com-

munity Trust'というチャリティを5虫自にっく

り、そこを運営の主体にしている。イギリスのチャ

リティとは非営利の民間団体で、大小さまざまの

数多くの団体が登録され、社会福祉などの公共的
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分野で活動を行っている。

BFCの専任スタッフは、ソ}シャルワーカーと

事務・運営担当の2名である。ここに非常勤の心

理カウンセラーが加わる。運営費用は年間35，000

ポンドから 45，000ポンド (1998年12月現在1ポ

ンド約200円)で、これは学校からの委託費のほ

か企業などからの寄付でまかなわれている。 2000

年までは大口の企業からの寄付が継続する予定で

あるが、その後は未定であるので、実績を示して

寄付者を探す必要がある。伺とか年間50，000ポン

ドの予算を確保したいと考えている。 National

Lottery (宝くじによる財由)などにも援助の申請

をしているが、今のところ得られていない。 1997

年7丹から他の中学校が始めた「学校出席への援

助事業 (attendancesupport project) J に関わる

ことになったので、そちらからも委託費を徴収し

ている。この結果、ソーシャルワーカーのSmith

氏は週に 1日は他の中学でソーシャルワークの仕

し、 BFCIこは週に4日の出勤となる。また大

学からの実習生の受け入れも、収入掘の一つであ

る。

(3) スタッフ

BFCには2名の専任スタップがいる。事務・運

営担当(Coωordinator)のWinさんは 50代の温厚

な女性。この地域に住んで50年になる。子どもも

Bow中学校出身で、以前親を代表して学校理事会

の理事をしていたこともある。彼女の BFCでの

役割は主に事務処理を中心としたセンターの運営

であるが、後に見るように子どもに対する援助や

学校、他機関との連欝といった分野でも実質的に

活動し、センターを代表して学校理事会の‘Stu駒

dent Welfare'小委員会の構成員になっている。

また彼女は、運営主体である BowEducation and 

Community Trust (BECT)から直接麗用されて

いる唯一のスタップである。

ソーシャノレワーカーのSmith氏は 40代の男

性。年次報告書の整理によれば、彼の BFCでの役

割はa;子どもと家族を、彼らが抱える圏難や問題

に対応することを還して援助すること、②資金源

を課すこと、③大学からの実習生の指導をするこ

と、④他機関と連携をとること、⑤学校の諸会議

に出席して学校と連携をとること、⑥学校の教職

員にアドパイスをすること、⑦研究、となってい

る。直接援助やそのための連携といったソーシャ

ルワーカーとしての役割のほかに、学校のコンサ

ルタント、資金を確保する事業者としての役割を

合わせ持っているといえる。高い能力が要求され

ることは容易に想像できるし、実際BFCはその

成立から、彼のような人材を得ることが出来たか

ら始められたといっても過言ではないだろう。

彼はソーシャルワーカーとして 20年の経験を

持つ。最初はロンドンで自治体の社会サービス局

にソーシャルワ}カーとして勤めていた。その後

自治体を離れ、「独立の(Independent)Jワ…カー

となる。これはどこかの機関に雇用されているの

ではなく、「独立のJソーシャルワーカーがある機

関から委託されたソ…シャルワークという仕事を

こなすことを意味する。したがって、 BECTとは

雇用関係にはない。むしろ、専門家として業務を

委託されていると理解出来る。

ここでIndependentのソーシャルワーカーと

いう形態について、若干触れておきたいo 'In-

dependent'を独立と訳したが、例えば「フリーの

編集者J という時の「フリーJが近いだ、ろう。こ

うしたソーシャルワーカーの出現はイギリスでも

最近のことであるが、 Smith氏の見解は今後

NPOの役割が増大するにつれて増加するのでは

ないかとのことであった。この背景にはいわゆる

「民営化J政策がある。この評価はさておき、こう

したワーカーであることを選ぶという背景には、

それぞれのワーカーが自らは専門職であるという

強い自覚をもち、技量に対する自信を持っている

ことを確認しておく必要がある。またソーシャル

ワークという職業に対する専門職としての社会的

認知の広がりも、こうしたワーカーの出現の条件

であろう (1九

(4) 建物

BFCは校門を入ってすぐのところに、独立した

建物を持っている。これは以前謂理場として使用

していたもので、 rComes from the old school 
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kitchenJが、BFCのキャッチフレーズになってい

る。中に入って左手にソファーセットがあり、補

助椅予をあわせて使用すれば10名程度がくつろ

いで話が出来る。窓が広く、開放感がある。校庭

がよく見える。右手は事務をとるスペースになっ

ている。これらは一つの大きな部屋になっており、

全体にゆったりとした印象を与える。奥には小部

屋があり、ソファと机があり個別の面談が出来る。

また別の小部屋は非常勤の心理カウンセラーが

f吏っている。

筆者が最初に訪問したとき、爽の商談室では子

どもが学校の教師から個別の学習指導を受けてい

た。地方教育局から定期訪問して来る SENの担

当者が使用することもある。また別の訪問時は、

ソファーを掴んで生徒たちが自治会を結成する

備会をしており、そこに校長とソーシャルワー

カーの Smith氏も加わっていた。このように建物

は単にソーシャルワーカ…の居場所というだけで

はなく、学校内の多目的ホールという機能も持っ

ており、それが子どもにとってある積の親しさを

感じさせているようである。校内の脇にあること

から、子どもも立ち寄りやすい。霊長や学校に居場

所のない子どもが下校時に立ち寄ることも多く、

これは常駐している Winさんの人柄によるとこ

ろが大きい。こうしたWinさんと子どもの関わり

は後述の利用統計には現れないが、BFCの大きな

役割であると考えられる。

また、「東ロンドン学校基金Jのワ…カーが、欠

席問題に対aするために夕刻の家庭訪問をしてい
る。このワーカーのために BFCを週に 2回選く

まであけている。これはワーカーの休息と安全の

確保のためである。この取り組みを「安全な港

(Safe Harbour) Jとよんでいる。これはWinさ

んの業務の一つになっている。

4 Bow Family Centreの活動

(1) 民的

年次報告書によれば、 BFCの主要な目的は

どもが自身の学業上の成果を最大限に伸ばすこと

を保賭することJである。ワーカーの Smith氏も、

この点を強調していた。しかしながら実擦の活動

は生活上の困難を持つ子ども・家族に対する姻別

的な援助であり、「学習指導」がなされているわけ

ではない。一見矛盾するように見える点を、どう

理解すべきか。

結論的にいえば、子どもの学業達成を得るため

には、個別的な福祉的援助が必要であると考えら

れているということである。学業達成の方法とし

て「たくさん勉強させる」ということではなく、

学業達成を阻害している背景に関わるという戦略

をとっていることになる。敷延すれば、教育的不

利が貧留や社会的不利・不平等を背景に持つこと

を認識した上で、学校を社会的不利を緩和するた

めの社会的装龍のーっととらえ、その延長に BFC

の活動があると考えられるだろう。

(2) 援助対象となった子ども・家族と BFCの

活動

年次報告書によれば、 1996年4月の開設から

1997年の7月まで、 117の子ども・家肢がBFCの

援助活動の対象となっている。以下年次報告書が

示す、援助対象となった子ども・家族の性格を概

観してみよう (1九

年次報告書では、子ども・家族が指える国難点

を10の要因に分類している。その比率は①欠席-

63.2%、②いじめ 44ι%~ ③人種差別一7.7%、

④その勉の差別と排除 17.9%、⑤学業不振…

39.3%、@SEN-22.2%、¢住宅難と社会保障給

付の不備-11.1%、⑧健康上の問題-2l.4%、⑨

触法行為 8.5%、窃その他-40.2%、である。多

くの家族・子どもが複数の要閣を抱えていること

を年次報告書も強調しており、重複している要国

数ごとの構成比は、単一の要因のみ-30.0%、2

要国一2l.8%、3要国…10.9%、4要問 12.7%、

5要因以上-24.6%、となっている。

民族的な背景をみると、白人一53(57.6%)、バ

ングラデシュ 13(14.1%)、混車一(12)13.0%、

ソマリア-5 (5.4%)、その他 9 (9.8%)で、

その他の内訳は、カリプ出身(3 )、イギリス生ま

れのアフリカン(2 )、フランス、ナイジエリア、

イタリア、その他アフリカが各1であるo
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まず、多くの子どもの困難が、学校の(長期)

欠席を伴いながら起こっていることがわかる。

従って子ども・家族の生活関難に対応する中で、

学校に出席できる条件を整えていくことが課題の

ーっとなる{問。また報告書では、住宅難、人種差

別、家族との死別、児童虐待を特に対応が難しい

問題としてあげている。

住宅難では、住宅給付の申講を家族を代弁して

行うことが必要になってくる。こうした制度の家

族への説明はWinさんの役割だが、制度が大変複

雑で、理解を得ることがむずかしい。

人種、民族的背景の多様さは、上述の通りであ

る。ソマリアの子どもは、すべて難民である。こ

の地域はソマリアからの難民を多く受け入れてお

り、これを支援するプロジェクトと BFCは協力

関係にある。報告書では特にソマリア難民の適応

の困難さ、バングラデシュ出身者への差加をあげ

ている。書諾のハンディキャップ、異なった文化

を理解することの難しさが、背景にある。

家族との死別に伴う心理的ダメージと経済的圏

窮は、当初予想されていなかった問題だが、活動

の中で浮かび、上がってきた。特に、パンク、ラデ、シュ

出身男性の高い死亡率を背景として、人種問題と

る場合が深刻である。住宅難、経済的関窮の

中で、英語がよくできない母親が子どもを養背す

る責任を負わざるを得ないからである O

児童量虐待に関わって、 13の家族を援助した。こ

れは上記では「その他Jに含まれると考えられる。

児童虐待からの子どもの保護は、地方自治体の社

会サービス局がその責任をもっ。一殻的に問題の

擾雑さと介入の鴎難さ、対応に求められる緊急性

から多くの機関の連携が不可欠とされ、社会サー

ビス局のソーシャノレワーカーが連携の中心にな

るは4)。報告書ではこうした連携の中でBFCが果

たした役割の大きさを評価し、社会サービス局は

(業務を委託したと見なして)委託金を払うべきだ

と提案している。

こうした多岐にわたる問題に対して、BFCの役

割の一つは、地機関と連携をとることである。実

際に連携した機関は報告書にふれられているだけ

で「病院J f児童精神保健サービスJ f社会サービ

ス昂J f地方自治体の住宅J f地方自治体の社会保

障給付事務所Jfタワーハムレツト法律相談所Jf市

民のための助言母体(民間間体)Jf住宅を探すこ

とを支える民間団体J等多岐にわたる。また、非

行問題の活動の対象であるから、地方自治体の

少年サービスJ や保護監察宮等とも連携をとって

いると思われる。また問題の複雑さから、一つの

ケースへの対応に複数の他機関が関わることも多

いだろう O こうした場合、 BFCが謂整を計ってい

る。

もっとも多くの場合、子どもと家族に対する偶

別的なアドバイスが、具体的な援助の中心になる。

Smith氏によると、思春期から青年期という発達

段階特有の性的な悩みを多くの子どもが持ってい

るとのことで、この対応が重要な課題となってき

ている。またいじめの被害に遭った子どものケア

なども含まれる。窺に対してはペアレンティング

技術を信えること、また経済的・情緒的に苦況に

ある親への心理的サポートも重要な仕事である O

こうした多岐にわたる、場合によっては大変複

雑で国難な陪題に対応するには、継続的な関わり

が必要になる。報告書から BFCが関わった期間

をみると、 1週開未満-23.9%、1遍から 6週間

未満-14.1%、26週未満 35.9%、52周未満-

21.7%、1年以上-4.3%となっている。これは米

終結のものが含まれているから、終結したケース

に限定をすればさらに長期にわたるだろう。

報告書では関わった多くのケースでは問題が改

善の方向に向かったが、残されたいくつかの「手

に負えない」例として、住宅難、児童虐待、死別

によるダメージが重なっている例を挙げている。

またほとんどの家族がBFCによる援助を拒否し

なかったことを(拒否は 3%にすぎない)、BFCの

活動に関して評価できる点としてあげている。

ところでBFCは、家族問題に関して法的な介

入の権隈を持たない。これはたとえば教育福祉官

や社会サービス局のソーシャルワーカーが大きな

権限を持つこととは対照的である。この点、につい

てのSmith氏の見解は、本来的なソーシャJレワー
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クにはむしろ法的な権力は不要ではないかという

ことであった。ソーシャルワークは援助者と被援

助者が対等の立場に立って、合意に基づいて進め

ていくものだという原期を貫くという点に、彼の

芝専門職としての自負がうかがえる。こうした彼の

技量の高さがBFCの活動を支えているが、一方

で他機関の側からすれば、学校の事業と位置づけ

られていることが、連携の基礎となっていると考

えられる。

(3) SEN会議

ところでBFCとBow中学校の関では、毎週1

回定期的に個別の事例について検討・打ち合わせ

のための会議を持つ。これは学校側では SEN会

議と位麓づけている。策者はこの会議を傍聴する

機会を得た。BFCの具体的な活動の一端を理解す

るための資料として、その概要を記しておきたい。

時間は午前 10時から 11時の 1時開。場所は学

校内の会議室。出席者は第7学年から第9学年ま

での Lowschoolと第 10学年以上の Highschool 

のそれぞれの Head(低学年担当の教頭と高学年

担当の教頭という理解が近い)、 SEN-Coと呼ば

れる SEN担当の教員 (SENCo-odinator)とその

助手、 BFCからソーシャルワーカーの Smith氏

の5名であった。通常は校長も出席するが、当日

は所用で欠露であった。 SEN-Coは中年の女性

で、彼女は英語の教師でもあり、また子ども保護

(Child Protection)担当教員をかねている。子ど

も保護担当教員とは、児童虐待が疑われる、ある

いは児童虐待を受けている子どもの処遇に関し

て、学校内の連絡・調整や担任教師のサポートに

あたると問時に、社会サーピス局を中心とする学

外の関係機関との連携の窓口となる教員であるo

SEN心。と同様、通常どこの学校にも寵かれる。

当日検討の対象となった子どもは以下の6人で

ある。①学校を欠滞がちの子ども。家庭訪問につ

いて検討。②学校を欠席がちの子ども。児童虐待

の疑いあり。家庭は経済的菌窮にある。社会サ…

ビス局のソーシャルワーカーとの連携を確認。③

学習遅滞の障害児。ステイトメントを持っている。

現在分離して教育を受けているが、統合していく

かどうか検討。④いじめを受けている子ども。

統合のプログラムをどうするか。⑤レイプの加害

者になった子ども。対応について検討。⑥ソマリ

アから 2ヶ月前に難民として来た子ども。対応を

検討。これらの子どもの問題はすべて以前から検

討、対応されて来たもので、当日の会議では子ど

もの現状の確認、と、対応の再確認(場合によって

は再検討)が中心であった。確認のみですむ場合

は約5分程度の時間で切り上げ、当日の例では②

と⑤の子どもに多くの時間を割いていた。

このように当日の議題に限っても、学校欠席、

児童虐待、樟害、いじめ、非行、難民と子どもと

家族が抱える国難は多岐にわたる。これらの問題

を、学校側は SENと位霊づけていること、学校外

の資源と連携して対応を考えていることがわか

る。また Smith氏の関わり方は、 BFCの役割を確

認するにとどまらず、問題の理解の視点、と外部と

の連携のあり方を横極的に提起して、議論の方向

をリードしていた。

5 まとめにかえて一論点のいくつか

以上、 BFCの活動を簡単に紹介してきた。学校

においてソーシャルワ…クが行われた場合の具体

的な例として、興味深い。しかし冒頭に述べたよ

うに活動開始から関もない之とから、また資料が

きわめて限定的であることからも、評舗を下すべ

き時期では無いだろう。以下、今後の論点のいく

つかをあげることで、まとめにかえたい。

第1に、背景としての学校の独立性である O こ

れは「民営化j を背景とする学校関の競争と表裏

の関係にあることに、留意が必要である。しかし

この独立性が、BFCのような地域に必要とされる

取り組みを可能にしていることも事実である。こ

の場合学校の競争が、「学力獲得競争」といった方

向ではなく、ソーシャルワークといった公共性の

高いものの整備に向いていることは、興味深い。

第2に、運営基盤の不安定性である。本稿での

簡単な紹介からもうかがえるように、運営資金の

確保が大きな課題である。この点は今後BFCの

活動の正否を左右しかねない。しかし、まただか
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らこそ、当面の資金のめどがついた時点で、とりあ

えず始めてみるといった先駆性や柔軟さは、評価

されてしかるべきだろう。こうした NPOの特徴

をどう生かすことができるかが、関われる。もっ

ともイギリスは伝統的に NPOの活動が活発で、

それを支える社会の土壌も比較的整っていること

が、 BFCの設撞の背景にある。

第 3に、教育福祉官や社会サービス局のソー

シャルワーカーなど、他のソ…シャルワーク専門

職との関係である。 BFCの活動は、本来これらの

自治体に所属するワーカーがするべき仕事を唐代

わりしているという側面があるように思われる。

実際、タワーハムレツト行政毘では、予算のカッ

トに伴って教育福祉官の人数が減らされており、

その仕事の質についても、 Smith氏は不満を持つ

ていた。

第4に、ソーシャルワークの専門性の確立と社

会的定着である。これまでみたように、 BFCの活

動は、 Smith氏のソーシャノレワーカーとしての力

さと自負に追うところが大きい。その背景

には、ソーシャルワーク自体を専門職として認め、

必要とし、育てる社会的土壌がある。この問題の

検討抜きでは、学校におけるソーシャルワーク自

体、議論しょうがない。

第5に、ソーシャルワークの専門性の一定の確

立という点を前提として、学校内における教師と

の連携である。特に Bow中学のような「教育悶

難」を感じる学校において、子どもと同時に教師

も支えられるという点で、教師以外の専門職が機

能している意味は大きい。一方で学校の開放性が

関われる。

第6に、教育の中に、教育的不利の背景として

の子どもの社会的不利を認め、それに個別的に関

わっていくという考え方があることの意味であ

るO この点、は、たとえばSENという概念や、教育

福祉宮の歴史的展開を考察する中で、より検討が

なされる必要がある。しかし、こうした考え方の

の定着がBFCの活動を裏付けていること

は、間違いないと考えてよいだろう。

最後に重要なことは、この点と関わって、学校

の社会的役割とは何かということである。社会的

不平等や貧困に対する社会的制度の一環として、

学校は位寵付くのか。その場合、学校の役割は何

か。こうした点の検討について、イギリスの動向

やBFCの活動は、議論の材料を提供しているよ

うに思える。

本稿の作成に当たり、 BFCのMathewSmith 

氏、 WinDempsydん、ロンドン・パーネット教

育局の RobinRickard氏に長時間の聞き取り蕗

じて頂いた。ロンドン大学の富田福代さんには学

校理事会について教示を受けた。また弁護士の峯

本耕治さん(当時エセックス大客員研究員)には、

多くの点、で示唆を受けた。記して感謝したい。な

お本研究は、札幌学院大学長期海外留研制度の成

果によっている。

5~主

(1)教育福祉官の歴史的変遷については、ダブネ・

ジョンソン編、岩橋法雄他訳 Fイギリスの教育と福

祉』、法律文化社、 1983年、および岩橋法雄「教育と

福祉の慕本問題」、神田喜延他f教育と福祉』高文堂

出版社、 1993年、所収、等を参照。

(2) ダブネ・ジョンソン

(3) ここでの教育福祉官をめぐる議論の動向は、主に

ロンドンのパーネット行政区の地方教育局での龍

き取り (1997年7月15日、 RobinRickard氏)に

よっている。パーネットでは教育ソーシャルワ

カーと名称を変更している。一人の教育ソ…シャル

ワーカーが1から 2の中学校と 8から 9の小学校

を担当し、ひとときに最大40ケースを抱えている

というから、かなりの仕事撃であることがうかがえ

る。教員経験者、地方行政局の非行問題担当ケース

ワーカー (Youth Service)や社会サービス局のソー

シャルワーカー経験者を中心に募集しているが、給

与が安くリクルートは簡単ではないとのことで

あった。

(4) イギリスの義務教育は 5歳から 16歳の 11年で

ある。 5歳を第1学年として第6学年までは小学校

(Primary schooO、7学年からは中学校 (Secon勾
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dary schoollに遇う。

(5) 学校理事会とは学校の運営主体となる組織で、

1986年教予言法でその機能が強化された。理事は基本

的に選挙で選出され、いくつかの小委員会に分かれ

ている。例えばBowSchool Prospectus 1997/98 

によると、 Bow中学校の場合12名の狸事の構成

は、それぞれの母体から選挙で選ばれた理事が教員

1名、親3名、これに校長1名、地方教育局から 2

名、以上の 7名の中で選出した (Co-opted)理事が

5名である。この5名には親、地方教育局、事務職

員がそれぞれ1名含まれている。これらの理事は、

5つの小委員会(Buildingsand Servic問、 Curricu-

lum、Finance、Personnel、StudentWelfare)にそ

れぞれ所属している。 1986年教育法によると、学校

理事会は、カリキュラム、学期、規律、予算、報告

及び総会、入学、学校職員の任用及び解震、学校施

設について愛任を持つこととされている。なお筆者

はエセックスチi'ISt， Osyth小学校の学校理事会の議

事を傍聴する機会を持ったが、活発かつ実質的な討

議をしていると印象がある。

(6紛)

Education and Employment 1997九。なおステイトメ

ントを持つ子どもは3%である。

(7) 各段階の説明は、主に前述のパーネット地方教育

局での聞き取りによっている。

(8) この追加の人的配置の方法は、各地方教育局で異

なる。 17lJえばパーネットでは以前は地方教育局のス

タップが個別教育計爾に基づ、いて 1臼2時間がら

5時間程度学校に派遣されていたが、1996年からそ

の人件費相当分を各学校に支払い学校が追加の職

員を雇用する形式に改めた。古いやり方では子ども

に援するスタップが入れ替わることが多く、現在は

ロンドンの多くの行政区が後者のやり方に切り替

えているが、 BFCのあるタワ…ハムレットでは地

方教育局のスタップが各学校を訪問する形式を維

持している。

(9) Bow Family Centre Annual Report April 

1996-July 19970 なおこの 12頁にわたる年次報告

現在のところ唯一の BFCの活動に関する出

版物である。

(¥0) いわゆる「民営化」を大きな背景にしながら、学

校理事会を透して学校の独立性と父母の運営への

参加を進める一方で、学校関の競争を通して子ども

の学力を促進しようということが、イギリスの 1980

年代以降の「教育改革」の方向であるように忠、われ

る。この点の評価はここでの課題ではない。

(ll) なおアメリカではいわゆる「開業ソーシャルワー

カ…」が出現しているが、 Independentのワーカー

はこれとは異なる。前者はクライエントがワ…カー

からソーシャルワークというサービスを直接購入

して、その対価をワーカーに支払う。その点で市場

原理の中にあるし、また貧悶層は事実上対象となり

得ない。後者は NPOや自治体が一定の業務を委託

し、ワーカーはそれらの機関から費用を受け取る。

クライエントから見ればサービスは無料である。

問前掲年次報告書。なお以下の数字は、報告書に示

されているものを再集計したものが含まれている。

また民族的背景は母数が92で117とあわない0

1996年4月から 9月までの準備期間を含んでいな

いものと思われる。

(13) この点、は、日本における「不登校・登校拒否J情

題における議論の方向と異なっているように見え

る。日本においては、学校以外の「居場所」をどう

確保していくかが、一つの焦点だからである。、もっ

とも、イギリスにおいても「日本的な」不登校問題

が、また臼本においてもここに述べたような「イギ

リス的な」欠席問題が無いわけでは無い。この議論

の方向の差は、入試制度の違いや、教育における「自

由度」がどの程度あるかといった社会制度の違いを

反挟しているのかもしれない。また実質的に学習の

機会をどう保障するかという点では、議論は共通し

ているともいえる。いず、れにせよ、ここではこれ以

上議論を深める材料を持たない。

同 イギリスの児童ま虐待に対する対策 (Childprotec‘ 

tion)の日本と比較しての特徴は、子どもの保護に燦

しての親権の制限の容易さと、多機関の有効な連携

にある。学校はその重要な一つである。なお社会

サービス局とは、地域での生活問題に対する福祉的

援助を行う慕幹の経織で、地方自治体に属する。

(松本伊智朗・札幌学院大学人文学部助教授)


